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規 則 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国民健

康保険の保険料減免の特例に関する規則の一部を

改正する規則を公布する。 

 令和３年５月１２日 

      江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第３６号 

   新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国

民健康保険の保険料減免の特例に関する規

則の一部を改正する規則 

 新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国民健

康保険の保険料減免の特例に関する規則（令和２

年６月江東区規則第５５号）の一部を次のように

改正する。 

 別記第１号様式を次のように改める。 
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別記第１号様式（第５条関係） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国民

健康保険の保険料減免の特例に関する規則の別

記様式による用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  令和３年５月１２日 

       江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第３７号 

   江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則（令和２年３月江東区規則第

４号）の一部を次のように改正する。 
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第９条第１項中「給与減額免除申請書に基づき

行わなければ」を「江東区勤怠管理システム（職

員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子

計算組織によって処理する情報処理システムをい

う。以下同じ。）により行われなければ」に改め、

同項に次のただし書を加える。 

ただし、江東区勤怠管理システムにより難い

場合は、給与減額免除申請書により行われなけ

ればならない。 

 第１６条の表時間額の項中「時間額（」を「時

間額（特勤規則附則第３項第２号に規定する日額

又は」に改める。 

 第１９条第２項中「超過勤務等命令簿を用い

て」を「会計年度任用職員勤務時間規則第７条に

規定する方法により」に改める。 
 第２９条中「、第１１条」を「及び第１１条」

に改め、「及び第１９条に規定する超過勤務等命

令簿」を削る。 
 別表を次のように改める。 
別表（第１６条関係） 

手当名 摘要 

保健・福祉業務手当 特勤規則附則第３項第２

号に掲げる業務に従事し

た職員を支給対象とする

ものに限る。 

清掃業務従事職員特殊勤

務手当 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則に

よる改正後の江東区会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和３

年４月１日から適用する。 

                    

 江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和３年５月１４日 

       江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第３８号 

   江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条第１項の表(3)の項中「第６号の２様

式」を「別記第６号の２様式」に改め、同表(4)

の項中「第６号の２の２様式」を「別記第６号の

２の２様式」に改め、同表(5)の項中「第６号の

３様式」を「別記第６号の３様式」に改め、同表

(11)の項中「第６号の９様式」を「別記第６号の

９様式」に改め、同表(12)の項中「区民税特別徴

収税額の納期の特例に関する申請書」を「特別徴

収税額の納期の特例に関する承認申請書」に、

「第６号の１０様式」を「別記第６号の１０様

式」に改め、同表(13)の項中「区民税特別徴収税

額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を

「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合

の届出書」に、「第６号の１１様式」を「別記第

６号の１１様式」に改める。 

 第９条中「第９号様式」を「別記第９号様式」

に改める。 

 第１０条第２項中「または」を「又は」に、

「第１１号様式」を「別記第１１号様式」に改め

る。 

 第１２条（見出しを含む。）中「かかる」を

「係る」に改め、同条の表(2)の項中「第１４号

様式」を「別記第１４号様式」に改める。 

 第１３条第１項中「第１５号様式」を「別記第

１５号様式」に改める。 

 第１５条の２第２項中「第２６号様式」を「別

記第２６号様式」に改め、同条第３項中「第２６

号の２様式」を「別記第２６号の２様式」に改め

る。 

 第１５条の４の表入湯税特別徴収義務者経営開

始等申告書の項中「第２６号の９」を「別記第２

６号の９様式」に改め、同表入湯税納入申告書の

項中「第２６号の１０」を「別記第２６号の１０

様式」に改める。 

 第１９条（見出しを含む。）中「かかる」を

「係る」に改め、同条の表(1)の項中「第３５号

様式」を「別記第３５号様式」に改め、同表(4)

の項中「第３６号様式」を「別記第３６号様式」

に改め、同表(7)の項中「第３７号様式」を「別

記第３７号様式」に改める。 

 第２１条（見出しを含む。）中「かかる」を

「係る」に改め、同条の表(1)の項中「第３９号

様式」を「別記第３９号様式」に改め、同表(4)

の項中「第４０号様式」を「別記第４０号様式」

に改める。 

 第３１条中「よつて」を「よって」に、「第４

８号様式」を「別記第４８号様式」に改める。 

 別記第６号の２様式中「○印 」を削る。 

 別記第６号の２の２様式中 

「 氏名 印 」 

を 

「 氏名  」 

に改める。 

 別記第６号の３様式及び別記第６号の４様式中
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「○印 」を削る。 

 別記第６号の９様式から別記第６号の１１様式

までを次のように改める。 
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別記第６号の９様式（第５条関係） 
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別記第６号の１０様式（第５条関係） 
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別記第６号の１１様式（第５条関係） 

別記第７号の３様式中 

「 氏名（名称）     印 

代表者名        印 」

を 

「 氏名（名称）      

代表者名         」

に改める。 

 第９号様式中「第９号様式」を「第９号様式

（第９条関係）」に改め、「○印 」及び「、押

印」を削り、同様式を別記第９号様式とする。 

 第１１号様式中「第１１号様式」を「第１１号

様式（第１０条関係）」に改め、「印」を削り、

同様式を別記第１１号様式とする。 

 別記第１２号様式（甲）及び別記第１２号様式

（乙）中「印」を削る。 

 別記第１４号様式及び別記第１５号様式を次の

ように改める。
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別記第１４号様式（第１２条関係） 
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別記第１５号様式（第１３条関係） 

 
 

別記第２６号様式及び別記第２６号の２様式中

「印」を削る。 

 第２６号の９様式中「第２６号の９様式」を

「第２６号の９様式（第１５条の４関係）」に改

め、「印」を削り、同様式を別記第２６号の９様

式とする。 

 第２６号の１０様式中「第２６号の１０様式」

を「第２６号の１０様式（第１５条の４関係）」

に改め、「印」を削り、同様式を別記第２６号の

１０様式とする。 

 別記第３５号様式、別記第３６号様式、別記第

３７号様式、別記第３９号様式、別記第４０号様

式及び別記第４８号様式中「および」を「及び」

に改め、「印」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

 新型コロナウイルス感染症に伴う江東区介護保

険の第１号保険料減免の特例に関する規則の一部

を改正する規則を公布する。 

  令和３年５月２８日 

       江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第３９号 

   新型コロナウイルス感染症に伴う江東区介

護保険の第１号保険料減免の特例に関する

規則の一部を改正する規則 

 新型コロナウイルス感染症に伴う江東区介護保

険の第１号保険料減免の特例に関する規則（令和

２年６月江東区規則第５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「新型インフルエンザ等対策特別措置

法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第

１項に規定する新型コロナウイルス感染症」を

「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界

保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感染

症」に改める。 

 第３条を次のように改める。 

（対象となる保険料） 

第３条 特例減免の対象となる保険料は、次に掲

げるものとする。 

 (1) 令和３年度分の保険料であって、令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に

条例第７条各項に規定する普通徴収に係る保

険料の納期限（法第１３５条の規定による特

別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給

付の支払日。以下同じ。）が定められている

もの 

 (2) 令和２年度相当分の保険料であって、令和

２年度末に資格を取得した等の事由により、

令和３年４月１日以後に普通徴収に係る保険

料の納期限が到来するもの 

 第４条第１項中「当該世帯の主たる生計維持者

の前年の合計所得金額」を「保険料」に改め、同

項各号を次のように改める。 

 (1) 前条第１号に定める保険料 次に掲げる当

該世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得

金額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 

  ア ２１０万円以下であるとき １０分の１

 ０ 

  イ ２１０万円を超えるとき １０分の８ 

 (2) 前条第２号に定める保険料 次に掲げる当

該世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得

金額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 

  ア ２００万円以下であるとき １０分の１

 ０ 

  イ ２００万円を超えるとき １０分の８ 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和３年４

月１日から適用する。 

                    

 江東区食品衛生法施行細則の一部を改正する規

則を公布する。 

  令和３年５月２８日 

       江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第４０号 

   江東区食品衛生法施行細則の一部を改正す

る規則 

江東区食品衛生法施行細則（昭和５０年３月江

東区規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第７条第１項中「第３５条第１

３号」を「第３５条第１５号」に、「開始報告書

（別記第９号様式）」を「生食用食肉の取扱い開

始報告書（別記第８号様式）」に改め、同条第２

項中「別記第１０号様式」を「別記第９号様式」

に改め、同条第３項中「廃止報告書（別記第１１

号様式）」を「生食用食肉の取扱い廃止報告書

（別記第１０号様式）」に改め、同条を第８条と

する。 

 第６条を削り、第５条中「第５２条第２項」を

「第５５条第２項」に改め、同条を第７条とする。 

第４条中「第５２条」を「第５５条」に、「廃

業届」を「営業許可申請書・営業届（廃業）」に

改め、同条を第６条とする。 

 第３条中「による申請事項の」を「の規定によ

る」に、「営業許可申請事項変更届」を「営業許

可申請書・営業届（変更）」に改め、同条を第５

条とする。 

 第２条第１項中「許可の申請」の次に「及び第

７０条の２の規定による届出」を加え、「営業許

可申請書（新・継続）（別記第１号様式）」を

「営業許可申請書・営業届（新規、継続）（別記

第３号様式）」に改め、同条第２項中「第６８条

第１項」の次に「、第６９条第１項又は第７０条

第１項」を加え、「別記第２号様式」を「別記第
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４号様式」に、「同条第２項」を「省令第６８条

第２項、第６９条第２項又は第７０条第２項」に

改め、「書類」の次に「又はその写し」を加え、

同条第３項及び第４項を削り、同条を第４条とす

る。 

第１条の次に次の２条を加える。 

（特別の注意を必要とする成分等を含む食品によ

る健康被害情報の届出） 

第２条 省令第２条の２第１項の届出書は、健康

食品の摂取に伴う有害事象情報提供票（別記第

１号様式）による。 

（食品衛生管理者の届書） 

第３条 省令第４９条の食品衛生管理者の届書は、

食品衛生管理者選任（変更）届（別記第２号様

式）による。 

 第８条の次に次の１条を加える。 

第９条 法第５８条第１項の規定による届出は、

自主回収届（着手／変更／終了）（別記第１１

号様式）による。 

 別記第１号様式から別記第６号様式までを次の

ように改める。 
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 
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別記第３号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3年 6月 15 日（火曜日）     江 東 区 公 報            （第 880 号） 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 880 号）             江 東 区 公 報    令和 3 年 6 月 15 日（火曜日） 

 

 

 

22 

別記第４号様式（第４条関係） 
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別記第５号様式（第５条関係） 
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別記第６号様式（第６条関係） 
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 別記第７号様式中「第５条関係」を「第７条関

係」に、「第５２条」を「第５５条」に、「営業

所」を「施設」に改める。 

 別記第８号様式を削る。 

 別記第９号様式中「第７条関係」を「第８条関

係」に、「開始報告書」を「生食用食肉の取扱い

開始報告書」に、「第７条第１項」を「第８条第

１項」に、「第３５条第１３号」を「第３５条第

１５号」に改め、同様式を別記第８号様式とする。 

 別記第１０号様式中「第７条関係」を「第８条
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関係」に、「第７条第２項」を「第８条第２項」

に、「第３５条第１３号」を「第３５条第１５

号」に改め、同様式を別記第９号様式とする。 

 別記第１１号様式中「第７条関係」を「第８条

関係」に、「廃止報告書」を「生食用食肉の取扱

い廃止報告書」に、「第７条第３項」を「第８条

第３項」に改め、同様式を別記第１０号様式とす

る。 

 別記第１０号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第１１号様式（第９条関係） 
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別記第１２号様式を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区食品衛生法施行細則の別記様式による

用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓         令 

 
◎江東区訓令甲第４号 

 庁 中 一 般   

出  張  所   

事  業  所   

 江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に

関する事務取扱規程（昭和６１年５月江東区訓令

甲第１３号）の一部を次のように改正する。 

  令和３年６月３日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

 別記第５号様式を次のように改める。 
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別記第５号様式 

（表面） 
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（裏面） 
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告         示 

◎江東区告示第１３８号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０第１項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の２８第１項の規定に

基づき事業所を指定したので、下記のとおり公示

する。 

令和３年５月６日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  株式会社 グロウ 

     東京都江東区東陽三丁目３番８‐８０２号 

２ 事業所の名称及び所在地 

  相談支援センター グロウ 

東京都江東区大島８丁目３２番７学協ビル

３０３号 

３ 指定年月日 

令和３年５月１日 

４ 事業の種類 

特定相談支援事業 

障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  特定無し 

                    

◎江東区告示第１３９号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２１第１項の規定に基づき事業所を指定

したので、下記のとおり公示する。 

  令和３年５月６日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

記 
１ 指定した事業所 

(1) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

   江東区 

    江東区東陽四丁目１１番２８号 

(2) 事業所の名称及び所在地 

江東区障害者福祉センター 

    東京都江東区扇橋三丁目７番２号 

(3) 指定（更新）年月日 

令和３年５月１日 

(4) 事業の種類 

特定相談支援事業 

(5) 事業の主たる対象者 

知的障害者  

身体障害者 

                    

◎江東区告示第１４２号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和３年５月１０日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１４３号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞

退について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の６第１項の

規定による確認の辞退があったため、法第５８条

の１１第２号の規定により別紙のとおり告示する。 

令和３年５月１１日 

江東区長  山 﨑  孝 明  

〔別紙省略〕 

                   

◎江東区告示第１４６号 

 下記事件につき、令和３年第１回江東区議会臨

時会を５月２５日に招集する。 

令和３年５月１８日 

       江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 議長辞職許可について 

２ 専決処分した事件の報告及び承認について 

３ 専決処分した事件の報告及び承認について 

                   

◎江東区告示第１４７号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ 

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

  令和３年５月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明   
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 記

施設名 所在地 
確認 

年月日 

施設等 

の種類 

ひまわりキッ

ズガーデン豊

洲 

江東区

豊洲４

―１１

―２０

―１３

８ 

令和３年

５月１日 

一時預か

り事業 

                   

◎江東区告示第１４８号 

   特定地域型保育事業者の確認について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第４３条第１項の規定

に基づき、特定地域型保育事業者に係る法第２９

条第１項の確認を行ったので、法第５３条第１号

の規定により下記のとおり告示する。 

令和３年５月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
 

 

設置者名 施設名 所在地 

確認

年月

日 

施設

の種 

類 

株式会社ＪＦＡ 

キ ッ ズ

フ ィ ー

ル ド 住

吉 駅 前

園 

江 東 区

住 吉 ２

丁 目 ８

番９号 

令 和

３ 年

４ 月

１日 

小規

模保

育 

                   

◎江東区告示第１４９号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和３年５月２６日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

〔別紙省略〕 

                   

◎江東区告示第１５１号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和３年５月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １２７１２０１９５４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  デイサービスわいわい豊夢小金 

   千葉県松戸市小金上総町２２―９ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

有限会社元気介護支援サービス 

   千葉県松戸市中根５１７番地 

代表取締役 村上 美恵子 

４ 廃止年月日 

平成３０年１２月２９日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１５２号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和３年５月３１日 

江東区長  山 﨑 孝 明     

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １１７２２００４３６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  リハぷらざしき 

   埼玉県志木市本町二丁目５番４６号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社めいとケア 

   千葉県松戸市殿平賀５６番地１ 

代表取締役 持田 満輔 

４ 廃止年月日 

令和３年３月１２日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１５３号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和３年５月３１日 

 江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
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１ 介護保険事業所番号  

  １１７６４００４１２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  医療法人相羽医院たんぽぽ 

   埼玉県吉川市吉川６３０番地１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

医療法人相羽医院    

埼玉県吉川市栄町８８８番地１ 

理事長 相羽 直人 

４ 廃止年月日 

令和元年１０月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１５４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０第１項の規定に基づき事業所を指定

したので、下記のとおり公示する。 

令和３年６月１日 

 江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  合同会社ＷＳＷオフィス 

   東京都江東区東陽二丁目４番３９号新東陽

ビル４Ｆ―４６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  就労プランニングセンターＷｏｒｋｓ 

   東京都江東区東陽二丁目４番３９号新東陽

ビル４Ｆ―４６ 

３ 指定年月日 

令和３年６月１日 

４ 事業の種類 

特定相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

難病等対象者 

                   

◎江東区告示第１５５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２５第４項の規定に基づき事業の廃止の

届出があったので、下記のとおり公示する。 

令和３年６月１日 

 江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  特定非営利活動法人クオーレ 

   東京都江東区大島４―１―６―１４６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  すまいるプラン 

東京都江東区大島２―４１―１３第二吉田

ビル４０１号室 

３ 廃止年月日 

  令和３年５月３１日 

４ 事業の種類 

  特定相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

身体障害者 

難病等対象者 

                   

◎江東区告示第１５７号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和３年６月１日 

 

江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０４４９２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスたけのこ 

東京都江東区南砂三丁目８番３３号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ライコム・コーポレーション 

東京都江東区東砂五丁目１４番１９号 

代表取締役  田代 正博 

４ 廃止年月日 

令和３年５月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１５９号 

 下記事件につき、令和３年第２回江東区議会定

例会を６月９日に招集する。 

  令和３年６月２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 
１ 令和２年度江東区繰越明許費繰越計算書につ

いて 

２ 令和３年度江東区一般会計補正予算（第３

号） 
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３ あらたに生じた土地の確認について 

４ 包括外部監査契約の締結について 

５ 江東区奨学資金貸付金の返還請求に関する民

事訴訟の提起について 

６ 巽橋架替工事（その１）請負契約 

７ 江東区立数矢小学校校舎増築その他改修工事

請負契約 

８ 江東区立数矢小学校校舎増築その他電気設備

改修工事請負契約 

９ 江東区立数矢小学校校舎増築その他機械設備

改修工事請負契約 

１０ 江東区立八名川小学校校舎その他改修工事

請負契約 

１１ 江東区教育センター機械設備改修工事請負

契約 

１２ 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

１３ 江東区一般職の任期付職員の採用に関する

条例の一部を改正する条例 

１４ 江東区特別区税条例の一部を改正する条例                           

１５ 江東区事務手数料条例の一部を改正する条

例 

１６ 江東区こどもプラザ条例 

１７ 江東区子ども家庭支援センター条例の一部

を改正する条例 

１８ 江東区立図書館条例の一部を改正する条例 

                   

◎江東区告示第１６０号 

特定商業施設変更届出書の縦覧について 

江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全

に関する指導要綱（平成１２年６月２９日江地商

発第６６号）第６条の規定に基づき、下記のとお

り特定商業施設変更届出書を縦覧に供する。 

  令和３年６月３日 

       江東区長  山 﨑 孝 明   
 

記 
特定商業施設変更届出書の

届出年月日 

令和３年５月２７

日 

特定商業施設変更届出書の

縦覧場所 

東京都江東区東陽

四丁目１１番２８

号 

江東区地域振興部

経済課（庁舎４

階） 

特定商業施設変更届出書の

縦覧期間 

令和３年６月４日

から 

令和３年８月４日

まで 

特定

商業

施設

の概

要 

特定商業施設の名称

及び所在地 

ウエルシア江東平

野店 

江東区平野三丁

目７番１９号 

設置者の氏名又は名

称（法人にあっては

代表者の氏名） 

ウエルシア薬局株

式会社 

代表取締役 松

本 忠久 

変更

する

事項 

変更前 変更後 

(1) 開店時刻及び

閉店時刻 

開店時刻：午前９

時 

閉店時刻：翌午前

０時 

(2) 駐車場におい

て来客の自動車が

駐車することがで

きる時間帯 

午前８時３０分か

ら翌午前０時３０

分 

(1) 開店時刻及

び閉店時刻 

開店時刻：午

前０時 

閉店時刻：翌

午前０時 

(2) 駐車場にお

いて来客の自

動車が駐車す

ることができ

る時間帯 

午前０時から

翌午前０時

（２４時間） 

変更

年月

日 

令和３年７月１日 

変更

した

理由 

営業計画の変更のため 

                   

◎江東区告示第１６１号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和３年６月３日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０４６５８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスたけのこ木場 

東京都江東区枝川二丁目１４番２号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ライコム・コーポレーション 

東京都江東区東砂五丁目１４番１９号 

代表取締役 田代 正博 

４ 廃止年月日 

令和３年５月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第８号 

 下記により、令和３年第５回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和３年５月２５日 

 江東区教育委員会           

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和３年５月２８日（金）  

午後２時 

２ 場所 江東区文化センター 

３ 議題 

  日程第１ 議案第８号 江東区奨学資金貸付

金の返還請求に関す

る民事訴訟の提起に

ついて 

  日程第２ 議案第９号 江東区立数矢小学校

校舎増築その他改修

工事請負契約 

  日程第３ 議案第１０号 江東区立数矢小学

校校舎増築その他

電気設備改修工事

請負契約 

  日程第４ 議案第１１号 江東区立数矢小学

校校舎増築その他

機械設備改修工事

請負契約 

日程第５ 議案第１２号 江東区立八名川小

学校校舎その他改

修工事請負契約 

  日程第６ 議案第１３号 江東区教育センタ

ー機械設備改修工

事請負契約 

  日程第７ 議案第１４号 江東区立図書館条

例の一部を改正す

る条例                                 

４ 報告事項 

(1)  新型コロナウイルス感染症の対応について 

ほか 

５ 協議事項 

(1)  江東区マンション建設計画の事前届出等に

関する条例第１０条に定める施設状況の公表

について ほか 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり４名を抹消した。 

令和３年６月１日 

      江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和３年６月１日 

       江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

         ８，４６２ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数      

     １３７，１８１ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７０，５１３ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第８号 

 東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場

の設置に関する条例（昭和５６年条例第６８号）

第１条第１項の規定により、令和３年７月４日執

行の東京都議会議員選挙（江東区選挙区）におけ

るポスター掲示場を、別紙のとおり設置する。 

令和３年６月１日 

       江東区選挙管理委員会 
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〔別紙〕 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和２年度第４回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和３年５月１７日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       藏 田 朝 彦 

同        川 北 直 人 

同        新 島 つねお 

〔別紙〕 

令和２年度第４回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

平成３０年度、令和元年度及び２年度におけ

る小学校、中学校、幼稚園及び義務教育学校

（以下「学校（園）」という。）の財務に関す

る事務の執行状況及び施設の管理状況について

監査を実施した。 

なお、本年度は、「備品管理事務」を重点監

査項目とした。 

２ 監査の対象施設 

(1)   小学校（１５校） 

明治、平久、南陽、川南、毛利、東雲、有

明、第二辰巳、第二亀戸、水神、第三大島、

第四大島、第六砂町、第七砂町、北砂 

(2)   中学校（７校） 

深川第二、深川第五、有明、亀戸、大島、

第二砂町、南砂 

(3)   幼稚園（７園） 

平久、南陽、川南、豊洲、ひばり、第二亀

戸、なでしこ 

(4)   義務教育学校（１校） 

有明西学園（前期課程・後期課程） 

３ 監査の実施期日 

令和３年１月１３日から同年２月１８日まで

のうち２０日間 

第２ 監査の手続 

監査対象施設の概要及び歳出予算の執行状

況等の関係資料の提出を求め、監査当日は、

関係職員の説明を聴取しつつ、関係書類及び

帳簿との照査突合を行うとともに、施設の内

外についても必要と認める監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設

管理は、法令等に従い、おおむね適正かつ効

率的に執行又は処理されていると認められた

が、一部において別項指摘事項のような事例

が認められたので、早急な事実関係の確認と

再発防止策を講じられたい。 

また、本監査において重点監査項目とした

備品管理のほか、産業廃棄物処理及び薬品管

理についても、一部において適正とは言い難

い事例があったので意見を付す。 

なお、監査の際に散見されたその他の事務

上の軽微な誤りについては、各学校（園）及

び関係部署に対し、口頭で改善を促した。 

第４ 指摘事項 

今回の小学校の監査において、以下のよう

な不適切な会計処理が確認された。 

(1)  資金前渡受者口座に振り込まれた資金（交

際費、消耗品費、宿泊・入場料、自動車・駐

車場使用料）が、平成３０年度から監査日現

在（令和３年１月１５日）まで預金されたま

ま引き出されていない状態が続いており、監

査日現在の預金残高が１０７，０００円とな

っていた。しかしながら、この間、正当債権

者への支払いや精算手続きが行われているこ

とは、関係書類から確認できる。 

このことから、当該支払いや精算金の納付

は、私費を充てて適正に行ったように装って

いたものと思料される。 

(2) 令和元年度の修学旅行の挙行にあたり、通

常必要と考えられる宿泊・入場料の支出負担

行為が起案されていなかったが、監査当日の

説明によると、現地において当該経費は現金

で支払ったとされている。 

このことから、当該経費の支払いには私費

が充てられたものと思料される。なお、同支

払いに相当する領収書の存在は監査当日に確

認できなかったため、金額は不明である。 

(3) 校長交際費は、地域行事をはじめ、突然の

弔事などのために常に準備しておく必要があ 

ると考えられるが、平成３０年度は１月分か

ら、令和元年度は６月分から、令和２年度は

５月分から支出負担行為の起案が行われてい

なかった。この間に支払いが全く無かったか

否かについては、監査当日に提出された資料

からは確認できなかった。 

(4) 資金前渡によって支出した交際費、消耗品

費、宿泊・入場料、自動車・駐車場使用料に

おいて、令和元年４月分の戻入金を令和２年

５月１５日に納付している事例をはじめ、複

数の学校において精算手続きが大幅に遅延し

ている事例が確認された。 

(5) その他、未精算の前渡金について重ねて資

金前渡を受けている事例、区会計事務規則で

定められている保管上限額を超える現金が校

内に保管されていたことが推察される事例、

現金出納簿の不備等、現金管理が適正に行わ

れていないと考えられる学校が複数確認され

た。 
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小学校における不適切な会計処理について

は、昨年度の定期監査報告書においても意見

を付しているが、今回の監査においてはさら

に深刻化している状況がみられる。 

事実関係の十分な調査を行い、資金前渡受

者口座に預金されたままとなっている現金の

取扱いを含め、適切に対応されたい。 

第５ 監査委員意見 

１ 小学校における会計事務の執行体制について 

昨年度の定期監査報告書において、小学校に

おける会計事務の執行体制について、研修制度

の充実のほか、組織体制の点検と内部統制体制

の整備に向けた検討を求める旨の意見を付した

が、前述の指摘事項の内容を踏まえると、改善

が進んでいるとは言い難く、誠に遺憾である。 

学校事務職員を対象として実施している現状

の研修の体系と内容は適切なものとなっている

か、特に小学校においては、ほとんどの学校の

事務職員が一名の配置となっているが、その配

置や事務の執行体制は適切であるか、チェック

体制は機能しているか等について、早急な点検

と具体的な改善を進められたい。なお、内部統

制体制の整備にあたっては、区長部局と連携し

ながら、計画的に推進されたい。 

２ 産業廃棄物の処理について 

今回の監査において、複数の学校における廃

油処理にあたり、不法投棄等に繋がらないこと

を確認していたものの、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（以下、「廃棄物処理法」とい

う。）に基づく産業廃棄物の収集運搬・処理に

関する都道府県知事の許可を受けていない業者

に委託したほか、廃棄物処理法で義務付けられ

ている項目を明記した委託契約書を作成せず、

区の「請書兼請求書」の様式を用いて委託契約

をしていたこと等が確認された。 

なお、教育委員会事務局の担当部署からは、

委託先業者は同廃油の処理にあたっては、廃棄

物の処理に関する都道府県知事の許可を受けた

別の業者に委託するとともに、産業廃棄物管理

票（以下、「管理票」という。）の写しを学校

あて提出することなどを事前に確認した旨の説

明があり、提出された監査資料により、同管理

票の写しの存在も確認できる。 

本件の委託契約に先立って、学校職員は適正

な手続きについて教育委員会事務局の担当部署

に相談したとされていることから、その時点に

おいて適切な助言がされていれば、本件のよう

な事例は発生しなかったものと考えられるほ

か、会計管理室の審査において発見されれば、

その後の発生は防止できたものと考えられる。 

また、産業廃棄物処理の手続きに関して注意

すべき点については、本区の基本事務マニュア

ルにおいても適切に示されているほか、令和２

年２月には本区総務部経理課からもその適正な

処理について改めて通知があったところである

が、これらのマニュアルや通知が活かされなか

った。 

廃棄物処理法の趣旨を踏まえ、産業廃棄物の

処理についての適正な契約処理の周知徹底を図

るなど、早急に再発防止策を講じられたい。 

３ 備品の管理について 

備品の管理については、江東区物品管理規則

において取得や処分等の手続きが定められてい

るが、今回の監査において、廃棄の手続きがさ

れないまま、現物の廃棄が行われたと思料され

る事例、廃棄の手続きを行ったものの実際には

廃棄されずに現物が残っている事例、何らかの

理由で備品登録から抜け落ち、現在の備品残高

数と一致しない事例等、備品の管理が適正に行

われていない事例が複数の学校で確認された。 

備品については、江東区物品管理規則第２４

条第３項においては毎年度３月末現在における

財務会計システムの記録事項と供用備品との照

合と報告等が、同規則第４７条においては年１

回以上の自己検査が義務づけられており、その

結果は会計管理室あてに各学校から報告書が提

出されているが、備品の管理が適正に行われて

いない学校が複数みられる実態に鑑みると、こ

れらの検査等が十分に機能していないと考えら

れる。 

自己検査等の徹底を図られるとともに、適正

な備品の管理を行われたい。 

４ 毒物及び劇物の保管・管理について 

毒物及び劇物の保管・管理については、昨年

度の定期監査報告書において意見を付したとこ

ろであるが、今回の監査においても、自らの学

校において制定した「毒物劇物危険防止管理規

定」に基づく自主点検を実施していないなど、

依然として保管・管理体制が十分でない学校が

複数認められた。 

これらの学校の監査の際に、複数の担当教員

から聞き取りを行ったところ、教育委員会から

発出されている薬品の取扱いに関する通知につ

いて正しく理解されていないことが、不適切な

取扱いに繋がる一因となっていると考えられ

る。管理方法が重複・複雑化していないか、通

知内容や帳票の様式を点検し、毒物及び劇物取

締法の趣旨を踏まえた上で、簡素かつ確実な管

理方法を検討されたい。 
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◎区議会議決事項（令和３年第１回臨時会） 

５月２５日、会期１日で開会した令和３年第１

回江東区議会臨時会において、別記の事項を議決

した。 

１ 選任の同意（区長提出） 

  議案第２３号 江東区監査委員選任同意方 

ついて 

               甚 野 ゆずる 

               佐 藤 信 夫 

（５月２５日同意） 

２ 報告（区長提出） 

  報告第１号 専決処分した事件の報告及び承

認について（江東区特別区税条

例の一部を改正する条例） 

  報告第２号 専決処分した事件の報告及び承

認について（令和３年度江東区

一般会計補正予算（第２号）） 

           （以上５月２５日承認） 

３ 議案（議員提出） 

  議案第３号 東京都後期高齢者医療広域連合

議会議員の選挙における候補者

の推薦について 

（５月２５日原案可決） 

４ その他の議決事項等 

常任委員会委員の選任について 

議会運営委員会委員の選任について 

（以上５月２５日選任） 

清掃港湾・臨海部対策特別委員会委員の辞任

許可及び選任について 

オリンピック・パラリンピック推進特別委員

会委員の辞任許可及び選任について 

防災・まちづくり・交通対策特別委員会委員

の辞任許可及び選任について 

高齢者支援・介護保険制度特別委員会委員の

辞任許可及び選任について 

（以上５月２５日許可及び選任） 

  議長辞職許可について 

（５月２５日許可） 

  議長選挙                 

榎 本 雄 一（当選） 

（５月２５日選挙） 

 


